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適正船腹量の策定について

１．適正船腹量策定の対象船舶

適正船腹量は、次の船種について定めることになっている。（内航海運業法施行規則第１条の２第１項）

① 貨物船（昭和３９年度より策定）

② セメント専用船（セメントの運送に適した構造を有する貨物船）（昭和４０年度より策定）

③ 自動車専用船（自動車の運送に適した構造を有する貨物船）（昭和５２年度より策定）

④ 土・砂利・石材専用船（土、砂利（砂及び玉石を含む。）又は石材の運送に適した構造を有する貨物

船）（昭和６２年度より策定）

⑤ 油送船（昭和３９年度より策定）

⑥ 特殊タンク船（高圧若しくは腐しょくに耐え、又は温度を一定に保つ特殊な構造の液体貨物用タンクを

有する貨物船）（昭和４１年度より策定）
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２．適正船腹量の算定方法

① ④
主要品目別の 主要品目別需要量等
需要量等実績 の見通しを立てる ⑤

船種別輸送量を想定
する

③ （Ａ）
主要品目別の需要量
等と輸送量の関係式

② （海送比率）を作成 ⑩
する Ｄ／Ｗ又は 表示の適正â

主要品目別の 船腹量の算定
内航輸送実績 （Ａ）÷（Ｂ）＝（Ｃ）

⑫
適正船腹量の算定

⑥ （Ｃ）÷（Ｄ）
船種別輸送量 ⑪
の実績 Ｄ／Ｗ又は とＧ／Ｔのâ

換算率を想定する
⑧ ⑨ （Ｄ）
船種別輸送原単位の 船種別輸送原単位の
実績を求める 適正値を想定する

（Ｂ）
⑦
船種別現有船
腹量（Ｄ／Ｗ
又は ）â
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３．主要品目別需要量等の見通し（案）

実 績 推 計
項 目 需 要 量 等 の 予 測

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

粗鋼国内需要量 平成13年度については、業界団体のヒアリング等
68.7 72.7 81.7 72.9 70.6 70.6 70.6 70.6 から10.7%減と推計。14年度は13年度の3.2%減で15

（ 百 万 ㌧ ） 年度以降は横ばいと推計。(注１)

石 灰 石 国 平成13年度については、業界団体のヒアリング等
内 生 産 量 183.3 180.9 181.8 174.0 173.0 173.0 173.0 173.0 から4.3%減と推計。平成14年度は13年度の0.6%減
（ 百 万 ㌧ ） で15年度以降は横ばいと推計。(注１)

セ メ ン ト 国 内 平成13年度については、「主要建設資材月報需要
需 要 量 70.7 71.5 71.4 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 予測」（国土交通省）に基づき4.8%減と推計。平成
（ 百 万 ㌧ ） 14年度以降は横ばいと推計。

自 動 車 国 内 平成13年度以降については、業界団体のヒアリン
出 荷 台 数 5.5 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 グ等からほぼ横ばいと推計。
（ 百 万 台 ）

海 上 空 港 平成13年度以降については、海上空港埋立計画等
埋 立 土 量 － 5.8 46.3 82.1 81.4 57.9 46.6 17.6 から13、14年度にピークを迎え、その後漸減と推
（百万立方 ） 計。(注２)メートル

砂利・砂・石材 平成13年度については、セメント国内需要見通し
採 取 量 586.3 571.0 570.3 542.9 542.9 542.9 542.9 542.9 等を踏まえ4.8%減と推計。14年度以降は横ばいと推
（ 百 万 ㌧ ） ( ) 計。実績見込

石油国内需要量 266.7 269.0 266.3 267.6 265.4 267.0 266.3 265.0 平成13年度については「平成13年度～17年度石油
（ 百 万 ㌔ ㍑ ） 製品需要見通し」（資源エネルギー庁）等に基づき

微増(0.5%)と推計。平成14年度以降も同計画等に基
黒 油 81.0 79.3 75.9 77.4 74.7 75.0 73.8 71.8 づき推計。

白 油 185.7 189.7 190.4 190.2 190.7 192.0 192.5 193.2

注１．貨物船で輸送される品目には、鉄鋼、石灰石の他に穀物、石炭製品等があるが、これらについては、ＧＤＰ伸び率との関係から推計。

２．海上空港とは、関西空港(Ⅱ期工事)、中部空港、神戸空港の３つをいう。
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４．海送比率の見通し（案）

海 送 比 率（％）

品 目 実 績 推 計 海 送 比 率 の 予 測

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

平成13年度については、近年の海送比率の推移等
鉄 鋼 70.1 66.8 66.8 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 を踏まえ推計。平成14年度以降については横ばいと

推計。

平成13年度については、近年の海送比率の推移等
石 灰 石 30.8 31.6 32.5 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 を踏まえ推計。平成14年度以降については横ばいと

推計。

平成13年度以降については、臨海大型工場への生
セ メ ン ト 64.6 65.2 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 産シフト等が落ち着いたこと等から12年度の横這い

と推計。

平成13年度については、近年の海送比率の推移等
自 動 車 56.2 53.8 59.7 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 を踏まえ推計。平成14年度以降については横ばいと

推計。

平成13年度については、近年の海送比率の推移等
砂利・砂・石材 17.0 18.9 18.9 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 を踏まえ推計。平成14年度以降については横ばいと

( ) 推計。実績見込

平成13年度については、近年の海送比率の推移等
石 黒 油 94.0 88.9 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 を踏まえ推計。平成14年度以降については横ばいと

推計。

平成13年度については、物流提携等の促進による
油 白 油 60.2 54.5 51.9 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 合理化により減少(2.4%)と推計。平成14年度以降に

ついては横ばいと推計。

注 平成１３年度以降の海上空港埋立土の海送比率は関空第Ⅰ期工事時の海送比率(89.4％)と推計。
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５．船種別輸送量の見通し（案）

実 績 推 計

船 種 品 目

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

鉄 鋼 48.1 48.6 54.6 49.5 47.9 47.9 47.9 47.9

石 灰 石 56.5 57.1 59.1 55.0 54.7 54.7 54.7 54.7
貨 物 船

（ 百 万 ㌧ ） その他貨物(注1) 108.2 111.6 109.4 108.9 108.9 108.9 109.6 110.3

小 計 212.9 217.3 223.0 213.4 211.5 211.5 212.2 213.0

セ メ ン ト 専 用 船
セ メ ン ト 45.3 46.0 49.5 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2

（ 百 万 ㌧ ）
自 動 車 専 用 船

自 動 車 3.7 3.6 4.0 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7
（ 百 万 ㌧ ）

土 ・ 砂 利 ・ 石 材

専 用 船 土 ・ 砂 利 ・ 石 材 109.9 115.2 139.6 228.1 227.3 194.0 176.9 135.1

（ 百 万 ㌧ ） ( )実 績 見 込

黒 油 76.2 70.5 68.6 70.0 67.5 67.8 66.8 64.9

白 油 111.7 103.4 98.9 96.4 96.7 97.3 97.6 98.0

油 送 船

（ 百 万 ㌔ ㍑ ） そ の 他 ( 注 2 ) 19.8 20.5 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3

小 計 207.7 194.4 187.8 186.7 184.5 185.4 184.6 183.1

特 殊 タ ン ク 船
高 圧 ガ ス 等 25.8 26.1 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7

（ 百 万 ㌧ ）

注１．貨物船の「その他貨物」とは、鉄鋼・石灰石を除いた穀物、石炭製品等である。

２．油送船の「その他」とは、油脂、ケミカルである。
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６．船種別輸送原単位の見通し（案）

原 単 位

船 種 実 績 推 計 原 単 位 の 予 測

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

過去の輸送原単位の実績等を踏まえて、平成13年
貨 物 船 5.93 6.52 6.73 6.74 6.75 6.76 6.77 6.78 度については推計。平成13年度以降については、漸

増傾向と推計。

過去の輸送原単位の実績等を踏まえて、平成13年

セメント専用船 5.75 5.95 6.20 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 度については推計。平成14年度以降については、横
ばいと推計。

過去の輸送原単位の実績等を踏まえて、平成13年

自 動 車 専 用 船 2.29 2.33 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 度については推計。平成14年度以降については、横

ばいと推計。

土・砂利・石材 過去の輸送原単位の実績等を踏まえて、平成13年

9.76 10.56 13.07 16.76 16.76 14.94 14.01 11.74 度については推計。平成14年度については、横ば

専 用 船 ( ) い。平成15年度以降については、減少と推計。実績見込

過去の輸送原単位の実績等を踏まえて、平成13年

油 送 船 9.03 9.08 9.20 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 度については推計。平成14年度以降については、横

ばい。

過去の輸送原単位の実績等を踏まえて、平成13年

特 殊 タ ン ク 船 5.78 5.74 6.13 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 度については推計。平成14年度以降については、横

ばいと推計。

注 原単位及び適正船腹量の策定にあたっては、季節別輸送量の変動を考慮して、月間海送量が4番目に高い月(4番月)を採用している。
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７．平成１３年度～１７年度内航適正船腹量（案）

現 有 船 腹 量 適 正 船 腹 量
船 種

（Ｈ１３．６．３０） １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度
１，５４６ １，５３１ １，５２８ １，５３１ １，５３４

１，６０８千Ｇ／Ｔ
（ ６２） （ ７７） （ ８０） （ ７７） （ ７４）

貨 物 船
２，７１８ ２，６９０ ２，６８６ ２，６９１ ２，６９６

２，８２６千Ｄ／Ｗ
（ １０８） （ １３６） （ １４０） （ １３５） （１３０）

４３１ ４３１ ４３１ ４３１ ４３１
４４６千Ｇ／Ｔ

（ １５） （ １５） （ １５） （ １５） （ １５）
セメント専用船

７００ ７００ ７００ ７００ ７００
７２５千Ｄ／Ｗ

（ ２５） （ ２５） （ ２５） （ ２５） （ ２５）
１５９ １５８ １５８ １５８ １５８

１６１千Ｇ／Ｔ
（ ２） （ ３） （ ３） （ ３） （ ３）

自 動 車 専 用 船
１２８ １２８ １２８ １２８ １２８

１３０千Ｄ／Ｗ
（ ２） （ ２） （ ２） （ ２） （ ２）

６３５ ６３３ ６０６ ５８９ ５３７
６３８千Ｇ／Ｔ

土・砂利・石材 （ ３） （ ５） （ ３２） （ ４９） （ １０１）
専 用 船 １，２１５ １，２１１ １，１５９ １，１２７ １，０２７

１，２２０千Ｄ／Ｗ
（ ５） （ ９） （ ６１） （ ９３） （ １９３）

７２６ ７１７ ７２１ ７１８ ７１２
７７９千Ｇ／Ｔ

（ ５３） （ ６２） （ ５８） （ ６１） （ ６７）
油 送 船

１，６０８ １，５９０ １，５９７ １，５９０ １，５７７
â１，７２６千

（ １１８） （ １３６） （ １２９） （ １３６） （ １４９）
２２２ ２２２ ２２２ ２２２ ２２２

２２５千Ｇ／Ｔ
（ ３） （ ３） （ ３） （ ３） （ ３）

特 殊 タ ン ク 船
３５２ ３５２ ３５２ ３５２ ３５２

３５６千Ｄ／Ｗ
（ ４） （ ４） （ ４） （ ４） （ ４）

３，０８４ ３，０５９ ３，０６０ ３，０６０ ３，０５７
小 計 ３，２１９千Ｇ／Ｔ

（１３５） （１６０） （１５９） （１５９） （１６２）
（土・砂利・石材

千Ｄ／Ｗ ５，５０６ ５，４６０ ５，４６３ ５，４６１ ５，４５３
専用船を除く） ５，７６３ ・

千 （２５７） （３０３） （３００） （３０２） （３１０）â

注１．（ ）内は現有船腹量に対する船腹過剰量である。
２．土・砂利・石材専用船については、平成15年度以降、関空２期工事・中部国際空港等の埋立工事がピークを過ぎることから、計算上、

大幅な船腹過剰が予想されている。しかし、現実には現有船腹量のうち、総トンの30％(190千G/T)、載貨重量トンの25％(310千D/W)は
自家用船舶の臨時投入であり、工事終了と共にこれらが撤退することから、極端な船腹過剰は発生しないものと考えられる。
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コンテナ船・ＲＯＲＯ船の適正船腹量の試算

１．コンテナ船・ＲＯＲＯ船の適正船腹量の試算について

コンテナ船及びＲＯＲＯ船については、その輸送対象貨物が主として紙・パルプ、機械類、雑貨等であることから、適正船

腹量の策定においては現在一般貨物船の一部と位置づけている。

しかしながら、鉄鋼、石灰石等一般貨物船の太宗貨物とコンテナ船及びＲＯＲＯ船の対象貨物では輸送動向が異なるため、

適正船腹量の増減傾向も基本的に異なるものと考えられる。

このためコンテナ船及びＲＯＲＯ船の適正船腹量を試験的に算出することとしている。

２．コンテナ船・ＲＯＲＯ船の範囲

本試算におけるコンテナ船及びＲＯＲＯ船の範囲は、次の船舶とした。

① コンテナ船： コンテナの輸送に適した構造を有する船舶。

② ＲＯＲＯ船： ランプウェイを有し、自走により積載貨物を積み卸しする荷役方式の船舶で、構造上積み荷が特定の単一

種類の貨物に限定される船舶（例：鋼材輸送のＲＯＲＯ船等）以外の船舶。
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３．コンテナ船・ＲＯＲＯ船の輸送量の見通し（案）

平成１３年度以降については、過去の輸送量の推移等を踏まえ、漸増と推計した。

実 績 推 計

輸送量

１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

(千トン)

１０，０９３ １０，８６４ １２，４６７ １３，７４４ １４，６５３ １５，６２１ １６，６５４ １７，７５５

４．コンテナ船・ＲＯＲＯ船の輸送原単位の見通し（案）

過去の船腹需給状況等を踏まえて、平成１３年度については推計、平成１４年度以降については漸増傾向と推計した。

実 績 推 計

原 単 位 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

４．００ ３．９１ ４．１２ ４．１４ ４．１６ ４．１８ ４．２１ ４．２３
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５．コンテナ船・ＲＯＲＯ船の適正船腹量（案）

現有船腹量 適 正 船 腹 量

（Ｈ１３．６．３０） １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

３５９ ３８１ ４０４ ４２８ ４５４

３６３千Ｇ／Ｔ

（ ４） （▲１８） （▲４１） （▲６５） （▲９１）

２９７ ３１５ ３３４ ３５４ ３７６

３００千Ｄ／Ｗ

（ ３） （▲１５） （▲３４） （▲５４） （▲７６）

（注）（ ）内は、船腹過剰量で▲は船腹不足の状況を示す。
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）

（
内
航
船
腹
量
の
策
定
）

第
二
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
内
航
海
運
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
毎
年
度
、
交
通
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
年
度
以
降
の
五
年
間
に
つ
い
て
各
年
度
の
適

正
な
船
腹
量
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
種
ご
と
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
船
腹
量
は
、
国
内
に
お
け
る
貨
物
輸
送
の
需
給
事
情
そ
の
他
の
経
済
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
船
腹
量
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
の
三

国
土
交
通
大
臣
は
、
内
航
海
運
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
種
別
の
船
腹

量
が
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
年
度
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
当
該
船
種
別
の
船
腹
量
に
照
ら
し
て
著
し

く
過
大
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
交
通
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
一
年
以
内
の
期
間
を

定
め
て
内
航
海
運
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
の
当
該
船
種
別
の
船
腹
量
の
最
高
限
度
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
船
腹
量
の
最
高
限
度
を
設
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
告
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

内
航
海
運
業
法
施
行
規
則
（
抄
）

（
船
種
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六
条
第
二
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
船
種
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

油
送
船

二

セ
メ
ン
ト
専
用
船
（
セ
メ
ン
ト
の
運
送
に
適
し
た
構
造
を
有
す
る
貨
物
船
を
い
う
。
）

三

特
殊
タ
ン
ク
船
（
高
圧
若
し
く
は
腐
し
ょ
く
に
耐
え
、
又
は
温
度
を
一
定
に
保
つ
特
殊
な
構
造
の
液
体
貨
物

用
タ
ン
ク
を
有
す
る
貨
物
船
を
い
う
。
）

四

自
動
車
専
用
船
（
自
動
車
の
運
送
に
適
し
た
構
造
を
有
す
る
貨
物
船
を
い
う
。
）

五

土
・
砂
利
・
石
材
専
用
船
（
土
、
砂
利
（
砂
及
び
玉
石
を
含
む
。
）
又
は
石
材
の
運
送
に
適
し
た
構
造
を
有

す
る
貨
物
船
を
い
う
。
）

六

そ
の
他
の
貨
物
船


